
総 務 委 員 会 協 議 会  会 議 記 録 

  

１  期 日   令和３年11月18日（木） 

              午前９時25分 開会 

              午前11時36分  閉会 

２ 場 所   第１委員会室 

３ 出 席 委 員   委 員 長 村岡 峰男 

            副委員長 松井 正志 

            委   員  浅田  徹、太田 智博、 

                 小森 弘詞、田原 宏二、 

                 前田 敦司 

４ 欠 席 委 員   なし 

５ 説 明 員   （別紙のとおり） 

６ 傍 聴 議 員   なし 

７ 事 務 局 職 員   主幹兼議事係長 佐伯勝巳 

８ 会議に付した事件   （別紙のとおり） 

   

             総務委員長   村岡 峰男  

 



総 務 委 員 会 協 議 会 次 第 

 
2021年11月18日（木）９：30～ 

第１委員会室 

 

１ 開会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 自己紹介 

 

４ 協議事項 

(1) 委員会所管事項の事務概要について <別添> 

ア 前半 

(ｱ) 政策調整部      ：政策調整課、財政課、 

            公共施設マネジメント推進室 

(ｲ) 市民生活部      ：税務課 

(ｳ) 消防本部       ：消防本部 

イ 後半 

(ｱ) 総務部        ：ジェンダーギャップ対策室、人事課、情報推進課 

(ｲ) 地域コミュニティ振興部：コミュニティ政策課 

 

(2) 委員会の重点調査事項について <３頁> 

 

(3) 委員会の席次について <４頁> 

 

(4) 議会選出各種委員について 

委員長：豊岡市災害対策本部出席者 

〃 ：豊岡市功労者表彰審査委員会委員 

 

５ 報告事項 

(1) 公共施設包括管理業務の事業化に係るサウンディング型市場調査の実施について 

 

６ その他 

 

７ 閉会 



田原　宏二

前田　敦司

7名

熊毛 好弘 コミュニティ政策課長 若森 和歌子

議会事務局次長 安藤 洋一

税務課長 宮﨑 雅巳

塚本 繁樹

地域振興課長 谷垣 一哉

秘書広報課長 山口 繁樹 地域振興課参事 山根 哲也

秘書広報課参事 小野 弘順

政策調整課長 井上 靖彦 地域振興課長 中川 光典

地域振興課長 今井 謙二

財政課長 畑中 聖史 地域振興課長 大石 英明

会計課長 三笠 孔子

宮田   索

防災課長 原田 泰三 吉谷 洋司

成田 寿道

総務課長 太田垣 健二 予防課長 上田 有紀

選管監査事務局長 宮岡 浩由

説明員計 32名

人事課長 小川 琢郎

情報推進課長 中奥   実 議会事務局主幹兼議事係長 佐伯 勝巳

前半　16名 計 40名

後半　15名

ジェンダーギャップ
対策室参事

岸本 京子

【担当事務局職員】

井﨑 博之

総務部次長
兼ジェンダーギャップ対策室長

上田   篤
消防本部参事
兼豊岡消防署長

川見 真司

総務課参事
（文書法制担当）

宮代 将樹
選挙管理委員会・監査委員事務局

防災監 消防本部

総務部

消防長

総務部長(会計管理者)

消防本部次長
兼総務課長

久保川 伸幸
会計課

議会事務局長

市民生活部

政策調整部

政策調整部長 城崎振興局

政策調整部参事
（行財政改革担当）
兼公共施設マネジメント推進室長

正木 一郎
竹野振興局

若森 洋崇
政策調整課参事
（行財政改革担当）
兼総務部情報推進課参事

日高振興局

出石振興局

但東振興局

両方　１名

議会事務局 地域コミュニティ振興部

2021年度　豊岡市議会総務委員会名簿 2021年11月18日(木)

【総務委員】

委 員 長 村岡　峰男

副 委 員 長 松井　正志

委 員

浅田　　徹

太田　智博

小森　弘詞

【説明員】

財政課参事
（学校跡地利活用担当）



 1 

午前９時２５分開会 

○委員長（村岡 峰男） おはようございます。定刻

には若干まだ時間がありますが、皆さんおそろいで

すので、始めたいと思います。 

 ただいまから総務委員会協議会を開会いたしま

す。 

 今年度、総務委員長を仰せつかりました村岡です。

３年ぶりの総務委員会で内容的には全く素人です

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、今議会から新しく議会に参加された方が当

委員会４名おられます。当局の皆さんもどうぞ丁寧

に親切に説明を願いたいというふうに思います。よ

ろしくお願いします。 

 それでは、委員の皆さんはＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上

のフォルダー、ホーム、総務委員会、総務０３．１

１．１８が本日の委員会のフォルダーですので、そ

こを開いていただきますようにお願いします。もう

開いてますか。 

 本日の当局職員の出席者についてでありますが、

密集をできるだけ軽減するために、前後半２つのグ

ループに分けております。まず、前半は議会事務局、

政策調整部、税務課、消防本部の職員に出席を要請

しておりますので、ご了承願います。 

 本日の議事の進行は、事務概要の前半部分が終了

した後、報告を受け、事務概要の後半部分に進みま

すので、ご了解ください。 

 それでは、議事次第書３の自己紹介に入ります。 

 １１月１６日の臨時議会において新たな役員の

選任が行われ、当委員会も新体制となりました。 

 ここで出席者の皆さんに自己紹介をお願いをし

たいと思います。 

 まず正副委員長、次に委員、続いて説明員、最後

に事務局という順でお願いします。 

 なお、当局職員は、委員会名簿順で、マイクを使

用してお願いします。 

 改めまして、委員長の村岡です。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員（松井 正志） 副委員長の松井正志です。私

も４年ぶりぐらいだと思いますので、新人の方と同

じレベルでご説明いただきますよう、よろしくお願

いします。 

○委員（浅田  徹） おはようございます。浅田で

ございます。引き続きです。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員（小森 弘詞） 小森弘詞でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○委員（前田 敦司） おはようございます。前田敦

司です。この委員会でいったら最年少になります。

どうぞよろしくお願いします。 

○委員（田原 宏二） 田原宏二です。よろしくお願

いします。 

○委員（太田 智博） 太田智博です。よろしくお願

いします。 

○事務局長（熊毛 好弘） おはようございます。議

会事務局長の熊毛です。よろしくお願いいたします。 

○事務局次長（安藤 洋一） おはようございます。

議会事務局次長の安藤でございます。よろしくお願

いします。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） おはようございます。

政策調整部長の塚本繁樹と申します。どうぞよろし

くお願いします。 

○政策調整部参事（正木 一郎） おはようございま

す。政策調整部参事の正木一郎と申します。公共施

設マネジメント推進室長を兼務しております。どう

ぞよろしくお願いします。 

○秘書広報課長（山口 繁樹） おはようございます。

秘書広報課長の山口繁樹と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○秘書広報課参事（小野 弘順） おはようございま

す。秘書広報課参事の小野といいます。よろしくお

願いします。 

○政策調整課長（井上 靖彦） おはようございます。

政策調整課長の井上靖彦です。よろしくお願いいた

します。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） おはようございま

す。政策調整課参事、行財政改革担当の若森洋崇で

ございます。総務部の情報推進課の参事を兼ねてお

ります。よろしくお願いします。 
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○財政課長（畑中 聖史） 財政課長の畑中聖史と申

します。どうぞよろしくお願いします。 

○財政課参事（久保川伸幸） 財政課参事の学校跡地

の活用担当ということで勅命をいただいておりま

す参事の久保川です。よろしくお願いします。 

○防災監（宮田  索） 防災監の宮田索です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○防災課長（原田 泰三） おはようございます。防

災課長をしております原田泰三と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） おはようございます。税

務課長の宮﨑雅巳といいます。どうぞよろしくお願

いします。 

○消防長（吉谷 洋司） おはようございます。消防

長の吉谷洋司です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○消防本部次長（井﨑 博之） おはようございます。

消防本部次長兼ねて総務課長の井﨑博之と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○消防本部参事（川見 真司） おはようございます。

消防本部参事兼ねて豊岡消防署長の川見真司と申

します。よろしくお願いします。 

○予防課長（上田 有紀） おはようございます。消

防本部予防課長をしております上田有紀と申しま

す。よろしくお願いします。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） おはようございます。

本委員会を担当いたします議会事務局の主幹兼議

事係長をしております佐伯勝巳と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○委員長（村岡 峰男） ありがとうございました。 

 当分の間、このメンバーで委員会審査を対応いた

だくこととなりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 なお、後半の部でも委員の皆さんには自己紹介を

していただきますので、ご了承願います。 

 それでは、第４の協議事項に入ります。 

 委員会所管事項の事務概要についてを議題とい

たします。 

 まず、当局から一通りの説明を受けた後、各委員

から質疑等を受けたいと思います。 

 なお、委員の皆さん、当局の皆さんは、質疑、答

弁に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡

潔明瞭に行うなど、スムーズな議事進行にご協力を

お願いをいたします。 

 また、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用して発言者名を名のってから行ってい

ただきますよう、ご協力をお願いします。 

 それでは、当局からページ順で説明願います。 

 まず、政策調整部から。 

 どうぞ。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 資料５ページをご覧

ください。地方創生（人口減少対策）の推進でござ

います。 

 現況と課題ですが、人口減少がまちの存続に関わ

る非常に大きな問題となっており、２０１５年度か

ら豊岡市では地方創生を戦略的に進めています。 

 基本方針のところです。２０１９年度には第２期

地方創生総合戦略を策定し、スピード感を持って戦

略的に地方創生を展開していくこととしています。

定住する若者、とりわけ本市で女性の若者回復率が

男性に比べて低いことから、若い女性を増やすこと

と結婚する若者を増やすことを対策の柱としてお

ります。 

 概要でございます。まず、１番目、第２期地方創

生総合戦略の期間ですが、２０２０年度から２０２

４年度までの５年間としております。 

 戦略体系ですが、上位目的、これは長期的に実現

したい状態を示すものです。これを、豊岡に暮らす

価値を認め、豊岡で暮らすことに自信と誇りを持っ

て住む人が増えているというふうにしております。 

 その下で、戦略目的、これは５年程度で実現した

い状態でございますが、暮らすなら豊岡と考え、定

住する若者が増えているとしております。戦略では

この下に６つの手段を設けて推進をしております。 

 ３点目、第２期地方創生総合戦略を策定したとき

に、新たな視点として３つ加えております。まず一

つ、（１）ですが、多様性を受け入れるまちづくり

として、一つには女性に選ばれるまちづくり（ジェ
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ンダーギャップの解消）です。もう一つが外国人住

民との共生。（２）では、深さを持った演劇のまち

づくり。（３）として、芸術文化観光専門職大学と

の連携としております。 

 ４番目に、昨年度に加えた新たな戦略です。年々

新たな視点に加えて、留意すべきところを加えてお

ります。その一つに、子育て支援の総合拠点等の整

備による多様な人々が集い・交わる場の創出、これ

はアイティ４階、７階の整備を含めて、ここを地方

創生に位置づけたということでございます。 

 （２）にスマートコミュニティの推進を加えてお

ります。 

 ６ページをご覧ください。今年度の進捗状況でご

ざいます。地方創生戦略会議を７月２０日に開催を

しております。これは市民の方、有識者の方と関係

職員が同席をしまして、１年間の事業進捗や意見交

換をしているところでございます。 

 ２点目、それらの意見を受けまして、地方創生総

合戦略（第３版）ということで改訂版を出しており

ます。８月３１日にその改定をしまして、４つほど

修正点を上げております。１つには、地域おこし協

力隊を明確にこの地方創生に位置づけたというこ

と、それから２０２１年度の主要事業を記載した、

それから重要業績成果指標の見直し、その他文言の

修正等を行っております。 

 続きまして、７ページをご覧ください。多文化共

生の推進でございます。先ほどの地方創生にも位置

づけた事業でございます。 

 現況と課題ですが、市の人口減少が著しい中で、

近年の本市の外国人住民の人口は増加傾向にござ

います。新型コロナウイルスの影響で少し減りはし

ましたが、２０２１年２月には８２７人と回復しま

して、現在外国人の割合は豊岡市の人口の１．０

４％を占めております。１００人に１人が外国人と

いうことになります。そのうち２０歳代が占める割

合が約４５％と高いのも特徴でございます。 

 ２０１９年度から神戸大学と外国人住民に関す

る調査研究を行い、市全体の外国人の現状、それか

ら課題の洗い出しを行っております。 

 基本方針でございます。今年度は、その中でも外

国にルーツを持つ子供に焦点を当てて、子供たちの

生活実態と抱える課題を明らかにし、その上で多文

化共生推進プランを策定することとして進めてま

いりました。 

 概要と進捗状況については、重複しますので、進

捗状況で説明をさせていただきます。今年度、１番

目に書いてますように、外国にルーツを持つ子供に

ついての調査を行っております。小・中学校、放課

後児童クラブ、就学前施設、それから支援団体や関

係機関等にヒアリング、またはアンケートの調査を

行っております。 

 また、外国の育児・学校文化を知るために、外国

人保護者の方からの聞き取りも行っております。 

 ８ページをご覧ください。これらの調査の結果を、

８月１７日に外国人市民に関する調査研究事業報

告会として開催をしております。最終的な調査結果

につきましては、年度内にまとめることとしており

ます。 

 ２でございますが、豊岡市多文化共生推進プラン

を策定いたしました。９月３０日に策定しておりま

すが、これにつきましても先ほどの調査研究事業の

内容を踏まえ、また、市民の方等で構成するワーキ

ンググループの意見を踏まえて策定をしておりま

す。 

 ３点目、市役所窓口での翻訳アプリを導入いたし

ました。５月から本庁舎の市民課窓口に多言語映像

通訳サービス、各振興局、立野庁舎に多言語音声翻

訳サービスを配置しております。 

 今後のスケジュールでございますが、プランが策

定できましたので、これに基づいて各事業をいろい

ろな方と連携しながら行っていくこととしており

ます。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） ９ページをご覧く

ださい。行財政改革の推進でございます。 

 現状と課題です。第４次行財政改革大綱を２０１

９年に策定しました。柱は、その２行下、４つです。

①市民との共創、②歳入確保の推進、③歳出の効果
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的・効率的な実行、④職員の意識・行動改革です。 

 基本方針でございます。可能なものから速やかに

実行に移すとともに、取組期間中も引き続き効果を

生む新たな取組を検討・実施することといたしてお

ります。 

 概要でございます。５つございます。１つ目、時

間のマネジメントの推進です。勤務時間をしっかり

意識してマネジメントしていく。柱は、しない、そ

れからやり方を見直す、そして助け合うです。 

 ２つ目、施設の包括管理委託の検討です。市の施

設の管理業務の事業者への一括委託を検討いたし

ております。これに関しましては、後ほどお時間い

ただいてご説明をさせていただきます。 

 ３つ目、業務の民間委託の推進です。そちらにご

ざいますように、学校給食の調理業務等に加えまし

て、特定期間に多量の事務処理を行う業務等の民間

委託を進めていこうとしております。 

 ４つ目、ＩＣＴの活用でございます。市の手続等

におけるＩＣＴの活用をどんどん進めていきたい

と思っています。 

 ５つ目、歳入確保の推進。これは進捗状況のほう

でご説明をいたします。 

 進捗状況でございます。以下、新型コロナワクチ

ンの接種の話が何行も出てきます。これに関しまし

ては、このワクチン接種のことっていうのは市民の

方の関心、それからニーズが非常に高いものがござ

いました。一方で、担当の健康福祉部、大変多忙を

極めておりまして、なかなか業務フローの改善とか、

そちらのほうまで手が回らないというところがご

ざいました。なので、役所全体でそこの業務フロー

を見直して、業務フローの見直しの分かりやすい事

例をつくろうという観点から、全庁的に取り組んだ

ものでございます。 

 まず、１の時間のマネジメントの推進です。事務

決裁規程を改正して、意思決定の効率化を図ってお

ります。何をするしない、どういうふうにするって

いう方向性は市長と協議して決めますけれども、執

行権限につきましては、例えば工事の施工決定で５，

０００万円以上は市長決裁としておりましたが、そ

ういったものを副市長以下に下ろしていく、そんな

ふうな改正を行いました。 

 それから、ワクチンの集団接種で、全庁的な応援

体制、例えば総合体育館ですと政策調整部等４つの

部局の職員が集まって業務フローを決めて、必要な

人数を決めて、必要な人数をその部の中で調達をし

て運営して改善していく、そんなことを取り組んだ

ところでございます。 

 ２番の施設の包括管理委託の検討につきまして

は、後ほどお時間をいただいてご説明いたします。 

 １０ページをご覧ください。業務の民間委託の推

進でございます。（１）学校給食調理等業務につき

ましては、記載のとおりでございます。 

 （２）新型コロナワクチンの集団接種ですけれど

も、予約受付、それから予約日時の確認、それから

接種の記録等の業務を民間に委託いたしました。 

 ＩＣＴの活用でございます。同じくワクチンの集

団接種において、予約確認でバーコードをピッと読

み取るようなこと、それから、１回目接種された方

の接種記録のデータをそのまま３週間後ないしは

４週間後の同じ会場、同じ時間の予約のデータに流

し込むというふうなことをデジタル化したところ

でございます。 

 それから、（２）ですが、デジタルトランスフォ

ーメーションの推進戦略の骨子を策定いたしまし

た。これに関しましては、会派の勉強会で説明させ

ていただく方向で今調整を行っております。 

 ５番の歳入確保の推進です。ふるさと納税、そち

らに書いてございますとおり順調に推移しており

ます。 

 それから、玄武洞公園の有料化につきましては、

議会でご決定をいただいたところです。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） １１ページをご覧くださ

い。財政健全化の推進ということでございます。 

 まず、現況と課題です。１行目、普通交付税の算

定替えの優遇措置終了、社会保障関係経費の増嵩、

そして新型コロナウイルス感染症への対応等によ

り財政状況がますます厳しくなる状況の中、２０２
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１年度予算は市民の日々の暮らしを着実に支え続

けることなどを念頭に、コロナ拡大防止と社会経済

活動の下支えを図りながら、後年度の行財政運営に

配慮した予算編成ということで行っておりました。 

 その下ですけれども、当初４月に記載した事項で

若干数字が動いていますので、本日はちょっと割愛

をさせていただきたいと思います。 

 真ん中より下の基本方針のところでございます。

当面の間は、コロナウイルス感染症拡大防止と社会

経済の下支えを図りながら、先ほど申し上げました

ように、２０２０年度から２０２３年度の４年間を

取組期間とします第４次行財政改革を強力に推し

進め、柱でありました歳入確保の推進、歳出の効率

的・効果的な実行を図り、ふるさと納税だけに頼る

ことなく持続的に提供可能な財務体質の確立を図

るとしております。 

 概要です。１としまして、地方創生臨時交付金事

業の実施でございます。新型コロナウイルス感染症

の拡大防止策及びポストコロナに向けた経済構造

の転換・好循環の実施のため、国から地方創生臨時

交付金という交付金が交付されておりますが、これ

を活用しまして①から⑧まで、例えば①感染症予防

対策のための取組、②ワクチン接種事業、⑥こど

も・学校のための取組、⑦観光等反転攻勢等のため

の取組などを進めるとしております。 

 １２ページをご覧ください。２の自主財源の確保

です。債権管理マニュアルの担当職員への周知・徹

底を図り、債権の適時適切な管理を行います。また、

未利用土地、不用物品の計画的な売却処分を実施し、

財源確保に努めるとしております。 

 ３ですが、関係団体を含めた財政健全化への対応

等ということで、公営企業や第三セクターに係る経

営状況の把握に努めるとしております。 

 ４としまして、指定管理施設の管理運営に関する

評価でございます。指定管理者制度の導入効果があ

るかを確認するため、指定管理施設の管理運営に関

する評価マニュアルというものを策定しておりま

すが、このマニュアルに基づき、２０１７年度以降、

評価を実施しておるところでございます。 

 また、指定管理者制度評価委員会という委員会を

設置しておりまして、ここで指定期間が満了する施

設について、引き続きこの指定管理者制度で施設を

管理することの適否、あるいは指定管理者の募集方

法、また指定管理者としての適否についても評価す

ることとしております。 

 ５の学校跡地の利活用でございます。廃校となる

学校跡地について、市や公共的団体による使用を行

わない場合は、地域の意向ニーズにも可能な限り配

慮し、民間事業者等へ売却や有償貸付け等による利

用活用を推進するとしております。 

 進捗状況でございます。１の長期財政見通しに基

づく財政運営ということですが、（１）にあります

ように、２０３０年度までの１０年間の財政見通し

を作成し、８月に公表をしております。この見通し

では１０年間の期間中、年平均で６．０億円の赤字

を見込んでいるところでございます。 

 （２）の財政状況の開示状況ですが、ア、ホーム

ページ、イ、市広報ということで、これらによりそ

こに記載の内容を開示しておるところでございま

す。 

 ２、自主財源の確保ですけれども、１、債権管理

につきましては、債権放棄の予備審査のため、債権

管理委員会を来年２月に実施する予定としており

ます。 

 １３ページをご覧ください。（２）の不用財産で

す。まず、アの不動産につきましては、小田井町の

雑種地ほか２件について、売却に係る一般競争入札

を今現在実施しているところでございます。イの物

品につきましては、インターネット公有財産売却で、

既に消防はしご車等を売却いたしているところで

ございます。 

 ３の指定管理施設の管理に関する評価ですが、

（２）でございます。７月に指定管理者制度評価委

員会を開催し、本年度末で指定管理期間が満了し、

次年度も指定管理制度を継続する２２施設につい

て総合評価を実施しております。 

 （３）ですが、５月、８月、１０月に２０２２年

度、来年度以降、指定管理制度を導入及び更新する
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施設の候補者を選定する審査会を開催いたしてお

ります。ちなみに新規施設としましては３施設、更

新施設は１９施設となっております。 

 ４、関係団体を含めた財政健全化への対応等につ

きましては記載のとおりでございます。現在、検討

中でございます。 

 ５の学校跡地の利活用につきましては、旧奈佐小

学校、旧港西小学校の利活用に向け、サウンディン

グ型市場調査というものを７月に実施しておりま

す。その結果を参考として、旧奈佐小学校につきま

しては、９月から公募型プロポーザルを実施してお

ります。応募が１件ございまして、今月末にはプレ

ゼンテーションを実施する予定としております。 

 ６の予算編成です。２０２２年度予算編成では、

経常的経費の限度額を前年度と一般財源ベースで

同額としておりまして、また、政策的経費について

も査定限度額を設定し、事業費の抑制を図ることと

しております。また、オンライン会議による会議旅

費等の削減、先ほどもございました時間のマネジメ

ントによる人件費総額の抑制等を図ろうというこ

とを検討しているところでございます。 

 財政課からは以上です。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、引き続いて、どう

ぞ。 

○政策調整部参事（正木 一郎） 私からは、公共施

設マネジメント推進室長の立場で説明をさせてい

ただきます。 

 １４ページをご覧ください。まず、現況と課題で

す。市が保有する公共施設の老朽化、これが進んで

います。人口減少、将来世代への財政負担を踏まえ、

最適な施設サービスの提供に向けて、公共施設保有

量の最適化、総量縮減を図ることが必要となってい

ます。 

 市では、２０１６年１１月に計画的な保全などに

よる長寿命化、これに合わせて４０年間で施設の延

べ床面積を３４％削減することを目標としました

公共施設再編計画を策定しております。その後、２

０２０年度までに全ての公共施設の個別施設計画

を策定しました。また、今年３月からは、市民の方

と議論する場としまして、地域デザイン懇談会を開

始いたしました。 

 持続可能な行財政運営を行うため、市民理解をい

ただきながら、着実に公共施設マネジメントを推進

する必要がございます。 

 基本方針です。個別施設計画を集約しました公共

施設等総合管理計画、これに基づきまして更新・長

寿命化・統廃合などを計画的に行うことにより、財

政負担の軽減・平準化を図ることとしております。 

 今年度の事業の概要です。１つ目が、地域デザイ

ン懇談会の設置・運営です。おおむね旧市町単位に

設置しました地域デザイン懇談会におきまして、市

民参加型ワークショップによりまして各地域に必

要な施設・公共サービス提供機能について、参加い

ただいた市民の皆さんと一緒に議論し、出された意

見、アイデアを地域デザインプランとして取りまと

めを行うこととしております。 

 ２つ目が、公共施設等総合管理計画の改訂です。

昨年度までに策定しました個別施設計画を基にし

まして、２０１６年策定しました公共施設等総合管

理計画の充実・改訂を行います。 

 ３つ目が、公共施設等マネジメント推進委員会の

運営です。この委員会ですけれども、マネジメント

の推進につきまして庁内の総合調整等を行うため、

副市長を委員長としまして関係部署の職員により

まして設置しております。 

 公共施設再編計画に基づき、施設保有量の最適化、

長寿命化、効果的管理運営などを検討し、市民に提

供する施設サービス水準の適切な維持に努めてい

ます。 

 これまでの進捗状況です。１つ目の地域デザイン

懇談会の設置・運営に関しましては、１点目として、

豊岡市地域デザイン懇談会の開催、これをキックオ

フイベントとして開催いたしました。 

 次のページをご覧ください。４月１７日に市民プ

ラザで開催いたしました。６９名の方に参加いただ

いております。 

 ２点目が、各地域デザイン懇談会の開催でござい

ます。再三にわたりまして緊急事態宣言が発出され
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まして、そのたびに中断を余儀なくされておりまし

たけれども、現時点では各地域とも第４回から第５

回まで開催してきております。開催状況につきまし

ては、下の表のとおりでございます。 

 ３点目が、各地域での意見を取りまとめました地

域デザインプランを今年度中に策定する予定とし

ております。 

 ２つ目の公共施設等総合管理計画の改訂につき

ましては、１点目として、計画書の改訂に必要な情

報・資料の収集をしまして、データの時点修正・個

別施設計画の反映といったところを現在実施中で

ございます。 

 今後ですけれども、国が求める計画に記載すべき

事項についての検討、追記を行いながら、今年度中

に改訂する予定でございます。 

 ３つ目の公共施設等マネジメント推進委員会の

開催でございますけれども、第８回の推進委員会を

９月７日に開催いたしました。第９回の推進委員会

につきましては、２月中に開催予定でございます。

以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、市民生活部。 

 どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 資料、飛びまして２７ペ

ージをお願いいたします。市税の適正課税と収納対

策でございます。 

 まず、現況と課題です。現在コロナ禍にありまし

て、経済の状況というのは非常に読みにくい状況に

なっております。そんな中、税収の確保という見込

みを立てるについても少し難しい時期となってお

ります。 

 そのような中、自主財源の確保のため、市税の適

正課税、収納対策に取り組む必要がございます。特

に収納対策につきましては、新型コロナウイルス感

染症の影響を踏まえて慎重に対応する必要があり

ます。 

 基本方針です。課税客体の的確な把握に努めると

ともに、滞納処分の適切かつ迅速な執行を行うこと

で自主財源の確保を図るとともに、税負担の公平化

を推進いたします。 

 概要です。１つ目に市税の適正課税です。市民税、

固定資産税等について自己申告を促すとともに、扶

養控除の調査、あるいは固定資産税であります償却

資産の実施調査などを行いまして、適正課税に努め

ております。また、ｅＬＴＡＸ等を利用した電子申

告の普及も図っているところでございます。 

 ２番目、着実な滞納整理の推進ということで、滞

納者に対しまして財産調査あるいは面談を通じて

納付を促すとともに、担税力以上の滞納につきまし

ては滞納整理の執行停止を行うなど、個々の生活実

態に即した対応をいたしております。 

 ３番目です。滞納抑止に向けた取組といたしまし

て、広報あるいは防災無線等で滞納抑止につなげる

ＰＲを行っているところでございます。また、コン

ビニ納付やスマホ収納を活用して納付機会を増や

す取組をいたしております。 

 ４番目です。新型コロナウイルス感染症の影響へ

の対応についてということで、先ほど申しましたと

おり、納付が困難な方に対しましては、相談等を行

いまして柔軟な対応を行っているところでござい

ます。 

 国保税につきましては、後ほど実績のところでお

伝えをいたしたいと思います。 

 次のページ、２８ページ、進捗状況でございます。

市税の適正課税についてということで、先ほど説明

しました課税調査を行っている現時点での件数を

記載いたしております。アとしまして、市県民税に

つきましては扶養照会、国税照会を行っております。 

 イの固定資産税につきましては、市のほうで航空

写真、一定期間置いて撮っていますので、その期間

内で比べまして差異が出てきた建物につきまして

順次調査をしておりまして、今年度は１２４件、現

地調査を行っております。それから、償却資産の実

施調査ということで、国税資料、あるいは企業様か

ら事務所の帳簿を提出いただきまして、課税と差異

がないかということをチェックいたしております。 

 軽自動車税につきましては、死亡・転出者の登録

変更については随時行っております。 

 入湯税につきましては、定期検査、コロナの影響
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を鑑みまして、今年度は現地調査を行っていないと

いうところでございます。 

 （２）としまして、申告督促です。申告をなされ

てなかった個人、法人に対して督促を行っておりま

す。 

 ３番目です。電子申告件数ということで、ｅＬＴ

ＡＸでこのような実績があったということで、数字

をお示ししているところでございます。少しずつ伸

びてきているというような実態がございます。 

 大きな２番目です。着実な滞納整理の推進という

ことで、滞納者に対しまして差押え、現時点で２２

３件を行っております。 

 公売につきましては、不動産につきましては１回

実施しまして、５件のうち３件が売れたというよう

な状況で、金額は示していますとおりの金額でござ

います。インターネットの公売ですけど、動産、自

動車ですけど１件いたしまして、ご覧の金額で落札

がございました。 

 ３番目に滞納防止に向けた取組ということで、

（１）です、日曜納税相談、催告を出した後の日曜

日に納税相談を行っております。ただ、今年度につ

いては相談人数が少ない状況になっております。 

 それから、防災無線等では、納期を迎える税目に

ついてはお知らせをしているところでございます。 

 ３番目の督促件数につきましては、現時点で１万

５，３３６件ということで、昨年度の数字も括弧で

示してますが、去年とほぼ変わらないという状況で

すし、コロナ前のおととしと比べても、督促の件数

というのはさほど今変わっていないという状況が

ございます。 

 （４）で、一斉催告ということで７月に実施いた

しまして、そのときの件数は１，０８６件でござい

ました。今後、１月に２回目を実施する予定でござ

います。 

 それから、２９ページ、（５）で税別納付方法の

利用実績ということで、先ほど説明しましたスマホ、

コンビニ決済等が新たに最近の動きとしては出て

きておりまして、そのパーセンテージを示している

表でございます。ご覧のとおり、スマホはまだ始ま

ったばかりですので、パーセンテージというのは低

いんですが、この辺の利用が増えてくるんだろうな

ということは想像いたしておるところでございま

す。 

 （６）です。地方税共通納税システム利用件数と

いうことで、これは今のところ対象はほぼ企業さん

になるんですけど、こういったシステムを利用して

会社から納税ができるというシステムです。これも

件数が少しずつ伸びてきているという状況でござ

います。 

 ７番目に収納率です。コロナ禍において収納率が

どうなるかというのは非常に気になるところだっ

たんですが、現時点で６０．２％です。同じ時期に

比べますと、昨年が５７．８％でしたので少しいい

状態、ここには書いてませんけど、コロナ前の、２

年前と比べましても収納率については大きく変わ

りがないという状況になっております。 

 ４番目に新型コロナウイルス感染症の影響への

対応につきましてですが、税の納税猶予という制度

がございます。昨年度は特例としまして国が特例措

置をしておりましたけど、特例がなくなった後も国

のほうから柔軟な対応をするようにということで、

豊岡市についても特例に見合う、匹敵するような柔

軟な対応をいたしておりまして、納税の猶予あるい

は換価の猶予ということをご相談の中で、今年度に

ついては５件適用いたしております。金額について

はご覧のとおりでございます。 

 それから、国保税の減免につきましては、昨年度

も国の制度としてあって豊岡市も取り組んだわけ

ですけど、今年度も同様の制度がございます。現時

点で３９件の申請がございます。昨年度の実績でい

きますと全体で２４２件ほどありました。同時期で

いきますと７２件でしたので、今年は少し少ない状

態で推移いたしております。 

 それから、最後に中小企業等に対する固定資産税

の減免ということで、事業用家屋償却資産の減免を

今年度課税分で行っておりまして、金額でいいます

とご覧のとおり、３億３，８９５万９，０００円減

免いたしております。 
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 申し遅れましたが、減免につきましては、国保の

減免も中小企業の減免につきましても、国から全額

補填があるという制度でございます。 

 税務課からは以上です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○消防本部次長（井﨑 博之） ３０ページをご覧く

ださい。市民の安全と安心を確保する消防行政の推

進についてご説明をいたします。 

 消防本部では、今年度、現況と課題に記載してお

ります１つ目といたしまして警防業務における人

材育成、２つ目といたしまして予防業務における人

材育成の２項目を重点事項として業務の推進に取

り組んでいるところでございます。それぞれの項目

につきまして、３０ページ後半から３１ページにお

いて進捗状況をご説明させていただきます。 

 まず、１つ目の警防業務における人材育成につい

てですが、１つ目といたしまして、若手職員の育成

につきましては、消防副士長以下４１名の職員を中

心に、消防活動における基本動作の習得を到達目標

と定め、若手基本トレーニングプランを６月９日に

策定するとともに、ホース延長、空気呼吸器の装着

及び三連はしごの取扱いなど、基本的な部分訓練を

正確性と基準タイムを設けた上で勤務日に繰り返

し行っております。 

 これからは今までの部分訓練の成果を確認する

とともに、実践的な火災対応力の集大成として、消

防本部訓練塔を火災現場に想定した部隊ごとの応

用訓練を１１月２９日に２４名、３０日に２４名を

対象に計画をしております。 

 ２つ目といたしまして、火災調査員の育成につき

ましては、内部研修を７月１４日に４名、８月３０

日に４名を対象に終えております。今後、１１月１

９日に３０名を対象とした研修を予定しておりま

す。 

 さらに、１０月２０日から１１月２日までの間、

兵庫県消防学校で行われました専科教育火災調査

科に４名の職員を入校させ、能力強化を図っており

ます。 

 また、今年度発生しました１５件の火災のうち、

５件の建物火災において火災調査を管轄する署所

の職員に加え、火災調査経験の少ない職員１名また

は２名の合計９名を実際の調査現場に出向させ、主

任火災調査員が調査の進め方、火災の延焼経路及び

火災原因の分析方法等について直接指導し、調査技

術や知識の向上を図っております。 

 続きまして、２つ目の予防業務における人材育成

についてですが、予防業務に関する知識、技術を習

得するため、基本的な予防業務に対する指導計画を

示した予防業務能力向上計画を５月１９日に策定

し、この計画に基づく年間４回の予防技術研修を７

月２８日に６名、９月２９日に５名を対象に終えて

おり、今後１１月下旬、２月に開催を予定しており

ます。 

 各署所の職員と経験豊富な予防課職員との合同

立入検査につきましては、コロナ禍の影響もあり、

年間目標の３６件に対して２件のみの実績となっ

ております。 

 また、予防技術資格者の育成につきましては、１

２月５日に実施される検定試験に向け、受検者５名

を選定し、各自試験合格に向けて取り組んでおりま

す。以上でございます。 

○委員長（村岡 峰男） 当局の説明は終わりました。 

 ここで暫時休憩します。再開は１０時１５分。 

午前１０時０８分休憩 

──────────────────── 

午前１０時１４分再開 

○委員長（村岡 峰男） おそろいですので、会議を

再開します。 

 委員の皆さんから質疑等があればお願いします。

どうぞ。ありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（前田 敦司） いろいろな説明ありがとうご

ざいます。その中で、ちょっと不勉強で確認させて

いただきたい点があります。 

 資料の７ページ、多文化共生のところです。説明

の中では、１％の方が外国人市民ということで、そ

のうち２０歳代が４５％と高いというふうになっ

ている中で、基本方針としては子供たちに焦点を当
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てている。僕、個人的にはすごい大切だなと思いつ

つ、子供は何％なのかというところと、それ以外の

方たちに向けての支援ですよね。何かこう、やっぱ

り居づらいというか、市民として、私の周りにも外

国人市民の方、おられるなとは思うんですけど、ど

うしても、えっ、何なの、この人誰みたいな感じで

見られてるところがあるのかなと。なので、本当に

これぐらいの数がおられるっていうところを伝え

るとともに、何か交流の機会みたいのを促したりと

かっていうことはされてるのかなと思って、ちょっ

とそこだけ聞かせていただきたいと思います。以上

です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○政策調整課長（井上 靖彦） まず、この推進プラ

ン自体は、子供に焦点を当てたということではなく、

今年度の調査が子供を対象にしたということです。 

 もう一つ、子供の数なんですが、ここでは外国に

ルーツを持つ子供に焦点を当てて調査をしました。

この数が、同じように１％ぐらいあります。ただ、

外国にルーツを持つというのが、例えばお父さんが

日本人でお母さんが外国人という方は、子供は日本

国籍という場合がございます。この方々も、実数と

してはちょっと分からないところがございますの

で、子供の国籍は日本国籍なんですけど、こういう

方々も含めて課題としてはあるというふうに調査

として行っております。 

 もう一つ、ですので、この多文化共生推進プラン

が、子供も含めて課題を解決していこうというもの

になっております。３つ手段を設けておりまして、

一つが、外国人市民が円滑にコミュニケーションを

取っている、コミュニケーション支援です。それか

ら、もう一つが、外国人市民が安全・安心に暮らし

ている、これが生活支援。もう一つが、外国人市民

が地域活動に参画をしている、意識啓発と地域づく

り。これまでも行っていますような、日本語を学ぶ

機会ですとか、それから交流の機会、これも一部の

方だけでなくいろんな地域の方ですとか企業の方、

そういった機会を今後増やしていく必要があるだ

ろうということで上げております。 

 特に最近では、日本語の分からないお母さんが出

産をされるケースがたくさんございます。となると、

文化の違いとかでいきなりその子供たち、乳幼児に

日本と違うような食べ物を与えると、向こうの文化

ではそうなのかもしれませんけれども、そういった

ことがございまして、日本ではこうですというよう

なことも教えていく必要があるというような課題

も持っておりますので、そういったところをトータ

ル的に生活支援、あるいは地域でもそれを支えるよ

うな意識啓発をしていこうというのがこのプラン

の趣旨でございます。以上です。 

○委員（前田 敦司） ありがとうございます。 

○委員長（村岡 峰男） ほかにございますか。 

 どうぞ、田原委員。 

○委員（田原 宏二） 税務課にお尋ねしたいんです

が、滞納の処分についてです。２８ページに督促件

数、１万５，３３６件とございます。その滞納の金

額と督促、差押え等されて回収されていると思うん

ですが、回収率を教えていただきたいんですが。 

○委員長（村岡 峰男） 課長。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 申し訳ないです。回収率

というような押さえ方は実はできてないのが現状

です。督促をして、最終的に年度終わりの徴収率と

いうようなことで、何％徴収したというような押さ

え方をしておりまして、先ほどご説明しました現時

点での徴収率が６０．２％と申し上げたのがそうい

った率です。これは、まず賦課を、たくさん賦課し

て徐々に集めていきますので、６０．２から徐々に

回収してきて、最終は９０％から１００％に近づけ

るという努力をやっているということで、１件の督

促に対して幾ら回収したかというところまで残念

ながら追えてない。全体で徴収率ということで終わ

っているという現状です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（田原 宏二） そうしましたら、延滞の金額

は分かりますでしょうか、トータルの金額といいま

すか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 滞納額ですけど、年度当
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初、予算化している部分の予算額しか今ちょっと手

元にないので、予算額でご報告しますと、２億５，

２００万円を滞納額で、収入見込みのある額として

予算化をいたしております。全体的にはもう少し多

くて、その数字についてはまた必要でしたら後ほど、

手元に資料がございませんので、ご報告させていた

だきたいと思います。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

 ほかに。 

 どうぞ、前田委員。 

○委員（前田 敦司） 今の話で、私も実は気になっ

てたんですけど、徴収率ということで６０．２％と

いうことなんですが、これは現時点ではそこという

ことなんですけど、年度末でいくとどれぐらいまで

上がってくるものなのかというのと、あと、こうい

う、豊岡市、市の税収っていうのが大体これぐらい

しか徴収しないものなのかというところをちょっ

と教えていただけたらと思います。 

○委員長（村岡 峰男） 宮﨑課長。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 徴収率につきましては、

年度最終、現年分でいきますと大体９８％程度まで

で、できるだけ１００％に近づけるということで、

年によっては０．何％ずつの差異はありますけど、

そういった感じで、そこで取り残した分が滞納分と

して次年度に回ると。それは継続的にずっと徴収を

していくというふうな形になります。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（前田 敦司） はい、分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（村岡 峰男） ほか、ないですか。 

 どうぞ、太田委員。 

○委員（太田 智博） 私からちょっと２点質問をさ

せていただきたいんですけど、まず資料の９ページ

になります。２０１９年１２月に第４次の行革の大

綱を受けまして様々な取組をされてるんですけど、

その中の１点目に、時間のマネジメントの推進とい

うことで、勤務時間をしっかりと意識したというこ

とで、しない、助け合う等、説明があったかと思う

んですけど、これって本来ずっと毎年して当たり前

のような内容かなという、私、サラリーマンの立場

から言わせていただくとそうなるんですけど、勤務

時間っていうたらちょっとざくっとしてて、所定労

働時間、時間外というふうに分散していくと、ある

と思うんですけど、ある程度時間外いうのは労協で

３６０時間、年間、月３０時間とか決められてる中、

あると思うんですけど、もう少し具体的にどのよう

な管理というか目標を立ててされてるのか、もし分

かれば教えていただきたいのがまず１点目。 

 ２点目につきましては、消防関係についてお尋ね

をしたいと思います。資料３０ページになりますが、

若手職員の現場対応能力の向上、これは本当にどこ

の職場でも、技術職場なりこういう消防本部という

のは若手の技術継承というのは大変重要な課題なの

かなと思っております。 

 その中で、高卒、大卒の方が入ってこられます。

現場、どっかに配属されていきます。どっかのいろ

んな消防署に配属されていくと思うんですけど、私

たちは素人で教えてほしいんですけど、どういう、

例えば高校卒業してすぐ４月に現場にもう配属さ

れて、全くゼロの段階から現場対応をしていくのか、

いやいや、どっかの学校、そういう教育の研修場に

入って、例えば半年ぐらいそこで勉強等をして、そ

っから配属されていくのか。いきなり４月に来て、

全く素人の人間に現場行ってこい、当然無理な話で

もありますので、そういうちょっと素人的な質問で

申し訳ないんですけど、教えていただけたらと思い

ます。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 若森さん、どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） まず、１件目の時

間のマネジメントの件です。太田委員さんおっしゃ

るように、当たり前のことではあります。行財政改

革推進委員会、民間委員さんが入っておられる委員

会でも同種のご意見がありました。 

 ただ、今まで市役所では、予算、人件費以外の予

算ですね、については、もうその予算の範囲内で、

当然超えてはいけない、その予算の範囲内でやるっ

ていうのは当然にやってましたけども、勤務時間に

つきましては、できれへんかったら残業したらええ
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がな、長時間労働で片づけたらええがなみたいなこ

とが蔓延しておりました。一方、国が進める働き方

改革という流れ、そういう流れに乗ってないという

実態がございましたので、勤務時間内に仕事を片づ

ける、残業に頼る、長時間労働に頼るのではなくて

所定勤務時間、要は勤務時間内に仕事を終えるって

いうのを目指していこうという取組でございます。 

 それから、具体的な目標値等でございます。この

時間のマネジメントの取組ですけども、ちょっとそ

の仕事の性質上、消防本部と派遣職員、国とかに派

遣してる職員ですね、については一旦抜いておりま

して、２０１９年度の実績が７万６，０００時間余

りの時間外勤務をしております。それに対して、２

０２３年度にはその２５％、つまり７５％削減、恒

常的な時間外はほぼゼロにし、一方で、災害対応で

あったり、このコロナのような緊急対応は、一定量

それは緊急事態ですのである程度やむを得ないと

みなして、２０１９年度実績の２５％まで、具体的

には１万９，０００時間まで下げようという目標を

設定しております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、消防本部、どうぞ。 

○消防本部次長（井﨑 博之） 先ほどご質問いただ

きました若手職員の育成並びに採用後の状況なん

ですけども、まず、職員、４月に採用になりました

ら、先ほどおっしゃっていただきましたように、半

年間、三木市にあります兵庫県消防学校で初任教育

という消防の基礎を学ぶ教育を受けてまいります。

それを修了しましたら、各所属に帰りまして配属を

されるんですが、配属をされた後も各所属におきま

して訓練を実施いたします。訓練を実施した後、い

ざ現場があった場合につきましては、現場でまず筒

先の先頭を持って火災現場に入っていくというこ

とではなくて、補助的な立場での活動を行うように

しております。現在そういった状況でございます。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

 どうぞ。 

○委員（太田 智博） さっきの時間外管理の関係で、

今、若森さんのほうから回答あったんですけど、２

０１９年度に７万何ぼの勤務の時間外があって、７

５％削減で２５％にしていくという目標、勤務時間

減らすのは簡単だけど、その中には当然業務の効率

化をさせたりだとか、業務の見直しをさせたりして

いってやっていかないと、どっかにやっぱりしわ寄

せがいく。例えばサービス労働になってしまう、そ

ういうとこ出てくると思うので、そういう見直しも

当然できるという方針がありながらの、この２０１

９年から２０２３年、４年後ですか、に向けてのプ

ランというふうな形で理解をさせていただいたら

よろしいですか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） 例えば現行の仕事

の中には、紙で頂いた書類を職員がパソコンに入力

していって、それをまた打ち出して紙でチェックし

てのような、いわゆる定型業務といいますか、ルー

チンで行ってるような業務がたくさんございます。

そういったものをデジタル化していくなり、例えば

そもそも紙で頂くのではなく電子データで頂くと

か、また、どうしても人の手でしないといけない定

型業務につきましても、さっきワクチン接種のお話

でしたように、外部に委託する。そんなことをして

進めていきたいと思っているところでございます。 

 デジタルツールというのが随分有効なものがで

きておりますので、なかなか２５％という目標値は

かなり高いハードルだとは思っておりますけれど

も、そういったものを積極的に導入して、この目標

値にたどり着きたいというふうに思っているとこ

ろでございます。以上です。 

○委員（太田 智博） ありがとうございました。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、まだほかにあるか

とも思うんですが、いいですか、この辺で。 

 では、ないようですので、前半の部を終了します。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから何

かありましたらご発言願います。 

 消防本部、どうぞ。 

○消防本部参事（川見 真司） 議員の皆様にお知ら

せがございます。 

 内容につきましては、豊岡消防署に２０１４年３

月に配備いたしました、はしご車がオーバーホール
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のため、２０２１年１１月２５日から２０２２年２

月２２日までの約３か月の予定で三田市の株式会

社モリタテクノスで整備するため運休となります。 

 運休時の対応といたしましては、豊岡消防署城崎

分署配備のブーム付消防ポンプ車を代替運用する

とともに、必要に応じまして近隣消防本部に早急に

応援を要請いたします。 

 なお、全議員の皆様には、本日付で同内容の文書

を配付させていただきます。何とぞご理解をお願い

いたします。以上でございます。 

○委員長（村岡 峰男） それ以外にはありませんか。 

 ないようですので、当局の皆さんにつきましては、

正木政策調整部参事と若森政策調整課参事を除い

て、ここで退席されて結構です。ご苦労さまでした。 

 それでは、議事順序を変更して、報告事項（１）

公共施設包括管理業務の事業化に係るサウンディ

ング型市場調査の実施についてに入ります。 

 それでは、報告をお願いします。 

 正木政策調整部参事。 

○政策調整部参事（正木 一郎） お時間をいただき

ましてありがとうございます。 

 市のほうでは、現在公共施設の包括管理業務とい

ったことを検討しております。つまり、これまでは

施設管理に関しまして、いろんな業務、例えば電気

設備の保安管理ですとか消防設備の点検ですとか

ということを、その業務ごとに、また施設ごとに発

注しておったというところがございます。それらを

一括して包括的に業務委託できないかということ

で、その事業化に向けまして、まずはサウンディン

グ型市場調査を実施したいと考えております。詳細

につきましては、担当課参事のほうから説明させて

いただきます。 

○委員長（村岡 峰男） 若森政策調整課参事。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） まず、用語の確認

からさせていただきたいと思います。公共施設の包

括管理、ここで考えております公共施設と申します

のは、小・中学校であったり、幼稚園であったり、

また各地区のコミュニティセンターであったり、こ

ういったものでございます。 

 それから、包括管理といいますのが、その２のと

ころにございます対象施設を書いておりますが、こ

んなたくさんの施設の、２の（１）ですね、対象施

設の２の（２）委託業務の種類とございます。こん

なたくさんの施設の、そこにございますような電気

設備、消防設備、それからエレベーターとか自動ド

アとかの保守管理、遊具の点検、それから小規模な

修繕につきまして、包括してまとめて管理をしてい

ただく、一括して管理をしていただくといったよう

なことでございます。 

 それから、サウンディング型市場調査と申します

のは、こんなことを考えてますけどこんなことでき

ますかとか、どんなことができますかみたいなこと

を、市の職員がああだこうだ考えるんではなくて、

その情報を明らかにして、こんなことだったらでき

るけど、こんなことだったらできるけどっていうふ

うなご提案をいただく、情報発信をして市場の声を

聞くといったようなものでございます。 

 調査の趣旨でございますけども、先ほどご説明を

いたしましたように、包括管理、民間事業者の参入

のご意向ですとか、どんなことだったら、要は例え

ばどういう種類の施設だったらできますかとか、ど

ういう範囲だったらできますかとか、どんな業務だ

ったらできますか、また、幾らぐらいでできますか

みたいなことのご提案を聞き、サウンディングと言

っていますけども、対話をしていこうというもので

ございます。 

 調査の対象となる施設・業務につきましては、直

接管理施設で１９３、それから指定管理の施設で６

７、それから公園、遊具を設置してるものですけど

も５７ございます。これ全部していただくのか、そ

れからその下、委託業務の種類としてますけども、

そういったものの、全部の施設の全部の業務をして

いただけるかどうかは分かりませんけれども、そう

いったものについて、できるできない、どんなこと

ができるというふうなことのご提案をいただこう

というものです。 

 ３番のスケジュールでございます。去る１０月２

９日に実施要領を公表し、提案をいただいて対話す
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る、サウンディングと言ってますけども、それの参

加申込みの期限を今日としております。それから、

１１月の２９日から１２月の２日までの期間に、１

社当たり３０分から１時間程度、そのご提案を聞い

て対話をする時間を設定して、実施内容を１２月の

下旬ぐらいには公表したいなと思っております。当

然企業の秘密に関することでございますので、企業

名とか具体的な企業のノウハウに関することでは

なくて、ざっくりしたことの公表になろうかと思い

ます。 

 このサウンディング型市場調査の結果、導入の可

能性とか、要はできるかどうかとか、あと、有効性

というのは効果とかメリットとか、今、市がやって

るよりも随分高くなってしまうのでは何の意味も

ございませんし、そういった有効性を確認できたら

議会に予算を提案させていただいて、ご承認をいた

だければ２０２２年度に、もう今度は公募型のプロ

ポーザル、正式な業者選択に移って、２０２３年度

に包括管理の委託を開始したいと思っております。 

 簡単ですけども、説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） それでは、報告が終わりま

したので、委員の皆さんから質疑等があればお願い

します。 

 太田さん。 

○委員（太田 智博） ２点教えていただきたいと思

います。 

 まず、今、直接管理施設が１９３、指定管理制度

導入施設が６７、公園等遊具があるところが５７、

これの、例えば、こんだけしますとか、これだけし

ますっていうのも別に問題ないのかが１つと、２３

年から包括管理業務の委託化されていくんですけ

ど、委託期間はどのぐらいなのか、この２点につい

てちょっと教えていただけたらと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） まず、部分的なと

いうことだったと思いますけれども、それについて

はオーケーです。ただ、あまりにちっちゃい部分的

にしますと、包括管理をする意味やメリットがなく

なりますので、その辺りはご提案をいただいてどう

かというのを判断して、包括管理をするかどうかと

いうところになろうかと思います。 

 それから、もう一つ、期間でございますが、ここ

もご提案を受けて検討しようと思っております。他

市の事例を見ますと５年間ないし３年間ぐらい、そ

の辺りの期間とされてるところが多いです。以上で

す。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（太田 智博） ありがとうございました。 

○委員長（村岡 峰男） ほかにありませんか。 

○委員（松井 正志） いいですか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） サウンディング型にとらわれ

ずにぜひ包括管理をやってほしいなと思います。 

 さらに、電気設備点検だとか、それから消防設備

なんかは既にもうそういうふうなものが、同じよう

なものが入ってると思うんで、それプラス、施設の

老朽化に伴って、同じ目で施設の老朽化を見て修繕

が必要だとか改修が必要だとか、そういうことをや

っぱり目合わせをしないと、施設によってばらつき

があるんではないかなっていうふうなことがある

んで、ぜひやっていただきたいと思います。 

 ただし、これ、やるのは非常に難しいと思ってま

す。いろんなハードルがあると思いますけどもぜひ

やっていただいて、できるだけ長寿命化になるよう

な、プラスになるような、さらに経費も抑えれるよ

うな観点でぜひやってほしいなと思います。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） まず、サウンディ

ング型市場調査っていうのは、先ほど太田委員さん

からのご質問にありましたように、例えばこの中で

一番ハードルが高いのは市営住宅の包括管理だと

思ってます。学校とかだと夏休み、冬休みちゃんと

ありますけども、住宅ってそうじゃないので。そう

いったことまでしてもらえるのかどうかっていう

のを、可能性を問うてるっていう面もありますので、

一旦サウンディングで可能性を問うてから公募と

いう、公募の要綱をつくるための下準備だというふ
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うにご理解いただければと思います。 

 それから、老朽化等々、要はちゃんとプロの目で

点検していただくというのも非常に大事なことだ

というふうに認識をしておりまして、恐らくそれに

関しても、こんなことができるよっていうところで

ご提案をいただけるのかなというふうに思ってま

して、そのご提案を踏まえてこちらの実際の、どの

業務をしてほしいっていうところに書き込んでい

こうというふうに思っているところでございます。 

 ハードルが高いことは認識しておりますけれど

も、他市の事例を見ますと数千万単位の効果額、つ

まり職員の手間が随分減るというのがございます

ので、その観点から進めていきたいと思っておりま

す。 

 あと、もちろん、先ほどおっしゃったように安全

性が向上するという面もございますので、その観点

からも進めていきたいと思っております。以上です。 

○委員（松井 正志） １つ。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） １８日は、今日期限というこ

となんで、もう既に申込みがあると思われるんです

けども、申し込まれた方の業種というのは、例えば

総合建設業のようなタイプの方なのか、それとも電

気とかいろんな設備だとかいうのに特化した方な

のか、その辺りはどんな感触ですか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） まだ締め切ったわ

けではございませんが、大体こういうのって締切り

間際に出てくるのが通例でございますので、ただ、

やっぱりビルメンテナンス会社、マンションの管理

をしているような会社、マンションというか、要は

ビルの管理会社、ビルメンテナンス会社ですとか、

あとは建設業の方から事前のお問合せはいただい

ているところです。 

○委員長（村岡 峰男） 浅田委員。 

○委員（浅田  徹） 非常に狙いは、事務の効率化、

やっぱり進めるべきという観点からお尋ねしたい

と思います。 

 特にこういう本格的な管理業務、全国的に自治体

でこういう例があるのか、特に豊岡にしてもこれだ

けたくさん施設、学校からあるわけですけども、近

隣市も含めて既にそういうことがあって、それに倣

ってというようなことがあるのか。 

 それと、非常に、包括というふうな言葉はいいわ

けですけども、大きなニュースになった水管橋の崩

落とか、なかなかやっぱり、それぞれのプロが見な

いと分からない、つまり施設、それとか、特に遊具

等については命に、子供が遊んで、非常に日常的に、

現場とかありますね。それを非常に、考え方は分か

るんですけども、その辺の狙いと現場と今の現状、

これについてちょっと情報的に教えていただきた

いと思います。 

○委員長（村岡 峰男） 若森参事。 

○政策調整課参事（若森 洋崇） まず、他市の事例

につきましては、令和２年度の段階で、私の手元の

資料では全国で１８の自治体が導入をしておりま

す。それから、例えば近隣では明石市、それから芦

屋市といった自治体も導入をされているところで

す。 

 それから、プロが見ないとというところですけれ

ども、実際は包括管理でも１人の人が全部見るので

はなくて、それぞれ、再委託のような形で、例えば

エレベーターですとエレベーターの管理会社です

とか、自動ドアですと云々みたいな感じで、それぞ

れに再委託をしてプロが見に行っていただく。その

ような観点から安全性なり耐久性が向上するとい

うふうに考えております。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○政策調整部参事（正木 一郎） 今、浅田委員のほ

うから水管橋というふうなご指摘があったんです

けども、今回予定しておりますのは、いわゆる箱物、

建築物だけを想定しております。 

 そちらの部分につきましては、実は建築の技術職

というのが非常に少数しかいなくて、専門的な知見

がなかなか全ての施設に及ばないというふうなこ

とがございますので、そこら辺の部分も補うことが

できるのではないかというふうに考えているとこ

ろです。以上です。 
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○委員長（村岡 峰男） 浅田委員、どうぞ。 

○委員（浅田  徹） 今、箱物、箱物というのは非

常に施設、言わばホールとか学校、いろんなやっぱ

り中に、目的によって部材とか耐用年数、また点検

項目も全て違ってきます。 

 それと、また、今ありましたように、いろんな個々

の、包括と言いながらエレベーターとか、そういう

一つの施設といいますか、そういうものに特化して

という説明を受けました。私は、まずできるところ

からね、やはり全部欲張りをしないで、徐々に段階

ごとに、近隣でも明石や芦屋市さんも実施されてお

るというふうな前例も勘案しながら、これは大いに

推進していただきたいと思います。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 意見でいいですね。 

○委員（浅田  徹） 意見でいいですよ。 

○委員長（村岡 峰男） まだあろうかと思いますが、

この辺でいいでしょうか、終わって。 

 これで、第５の報告事項を終了します。 

 当局の皆さんについては、ここで退席していただ

いて結構です。お疲れさまでした。 

 暫時休憩します。再開は１０時５５分。 

午前１０時４８分休憩 

──────────────────── 

午前１０時５３分再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、休憩前に引き続

き会議を再開します。 

 後半は、総務部、コミュニティ政策課、各振興局、

会計課、選管監査事務局の職員に出席を要請してお

りますので、ご了承願います。 

 それでは、３の自己紹介に入ります。 

 １１月１６日の臨時議会において、新たな役員の

選任が行われ、当委員会も新体制となりました。 

 ここで出席者の皆さんに自己紹介をお願いした

いと思います。 

 まずは正副委員長、次に委員、続いて説明員、最

後に事務局という順でお願いします。 

 なお、当局職員は、委員会名簿の順で、マイクを

使用してお願いします。 

 改めまして、委員長を仰せつかってます村岡です。

どうぞこの１年間よろしくお願いいたします。 

○委員（松井 正志） 副委員長の松井正志です。ど

うぞよろしくお願いします。 

○委員（浅田  徹） おはようございます。浅田で

ございます。よろしくお願いいたします。 

○委員（小森 弘詞） 小森弘詞です。よろしくお願

いいたします。 

○委員（前田 敦司） 前田敦司です。よろしくお願

いします。 

○委員（田原 宏二） 田原宏二です。よろしくお願

いします。 

○委員（太田 智博） おはようございます。太田智

博です。よろしくお願いします。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、当局お願いします。 

○総務部長（成田 寿道） 総務部長と会計管理者を

仰せつかっております成田寿道です。どうぞよろし

くお願いします。 

○総務部次長（上田  篤） 総務部次長兼ジェンダ

ーギャップ対策室長の上田です。どうぞよろしくお

願いします。 

○総務課長（太田垣健二） 総務課長の太田垣といい

ます。どうぞよろしくお願いします。 

○総務課参事（宮代 将樹） 総務課の文書法制担当

参事をしております宮代です。よろしくお願いいた

します。 

○ジェンダーギャップ対策室参事（岸本 京子） 総

務部のジェンダーギャップ対策室参事の岸本京子

です。よろしくお願いいたします。 

○人事課長（小川 琢郎） 人事課長の小川です。よ

ろしくお願いします。 

○情報推進課長（中奥  実） 情報推進課長をして

おります中奥です。よろしくお願いします。 

○情報推進課参事（若森 洋崇） 情報推進課参事兼

政策調整部政策調整課参事の若森です。よろしくお

願いします。 

○コミュニティ政策課長（若森和歌子） コミュニテ

ィ政策課の若森です。よろしくお願いします。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） 城崎振興

局地域振興課長の谷垣と申します。よろしくお願い
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します。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） 竹野振

興局地域振興課参事の山根と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○日高振興局地域振興課長（中川 光典） 日高振興

局地域振興課長の中川と申します。どうぞよろしく

お願いします。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） 出石振興

局地域振興課長の今井です。よろしくお願いします。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 但東振興

局地域振興課長、大石と申します。よろしくお願い

いたします。 

○会計課長（三笠 孔子） 会計課長の三笠と申しま

す。よろしくお願いします。 

○選管監査事務局長（宮岡 浩由） 選挙管理委員会

事務局兼ねて監査委員事務局長の宮岡です。よろし

くお願いいたします。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） 総務委員会を担当いた

します議会事務局の主幹兼議事係長をしておりま

す佐伯勝巳と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○委員長（村岡 峰男） ありがとうございました。 

 当分の間、このメンバーで委員会審査を対応して

いただくこととなりますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、４の協議事項に入ります。委員会所管

事項の事務概要についてを議題といたします。 

 まず、当局から一通りの説明を受けた後、各委員

から質疑等を受けたいと思います。 

 なお、委員の皆さん、当局の皆さんは、質疑、答

弁に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡

潔明瞭に行うなど、スムーズな議事進行にご協力を

お願いいたします。 

 また、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用して発言者名を名のってから行ってい

ただきますよう、協力をお願いします。 

 それでは、当局から、ページ順で説明願います。

総務部から。 

 どうぞ。 

○総務部次長（上田  篤） １６ページをお開きく

ださい。ジェンダーギャップ対策室からは３項目ご

説明します。ジェンダーギャップ解消とワークイノ

ベーションについては私から、キャリアデザインア

クションプランについては岸本参事からご説明し

ます。 

 １６ページ、ジェンダーギャップ解消の推進でご

ざいます。 

 現況と課題でございますが、豊岡市の人口減少の

最大の要因というのは、若者の社会減にございます。

２０１５年国勢調査の結果を見ますと、２０代女性

の回復率、回復率というのは、１８歳で進学とか就

職等で市外に転出して、その４年後にどれだけ帰っ

てきてくれるかという、そういうものなんですが、

男性の場合は５２．２％ということで、ずっと右肩

上がりで回復しつつあるんですけど、女性の場合で

すと２６．７ということで、男性の約半分になりま

した。このことっていうのは、人口減少の加速に加

えて多様性が失われるという要因にもなって、まち

の存続自体が危うい状況になるというふうに危惧

しております。 

 この主な原因としては、豊岡だけじゃなくて地方

そうなんですけど、男性中心の社会にあって、なか

なか男女ともに平等に機会っていうか、が与えられ

てないんじゃないかという、そういうことから対策

をずっと打ってるということでございます。 

 基本方針としましては、今年３月に策定しました

ジェンダーギャップ解消戦略に沿って、職場、家庭、

地域、学校などを対象としたまち全体のジェンダー

ギャップ解消について取り組んでおります。 

 将来像を、固定的な性別役割分担を前提とした仕

組みや慣習を見直されてお互いを尊重し合いなが

ら生き生きと暮らしてるっていう、そういう将来像

の実現に向けて、まずはジェンダーギャップ解消の

必要性を認識して、自分ごととして捉えて行動する

市民の皆さんを増やしていくということに努めて

おります。 

 次、概要はちょっと飛ばしまして、１７ページの

進捗状況からご説明したいと思います。１７ページ
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の１番です。戦略の進行と男女共同参画プランの改

訂ということで、今年３月の戦略策定に向けて、市

民の皆さんで１０人から構成される戦略会議を去

年から設置して、ずっと意見とかをいただきながら

これつくってきたわけなんですけど、引き続きこの

戦略についてモニタリング、いろんな意見をいただ

くということを狙いにして、今年９月からこの戦略

会議をというのを来年の１月まで３回予定してお

ります。 

 それと、あわせて（３）のところなんですが、豊

岡市の男女共同参画プランが今第３次で、今年度ま

で計画期間で、これを改訂する必要があるというこ

とで、市役所内に庁内推進委員会、委員１４名でつ

くって、今年６月から６回の予定で今開催をしてお

ります。今度、１１月２６日には市民委員の皆さん

の戦略会議と市職員の庁内推進委員会の合同会議

を予定いたしております。 

 次、２番です。戦略の説明とワークショップの実

施ということで、ジェンダー平等推進アドバイザー

については大崎さんに２０１９年から関わってい

ただいてるんですけど、さらに今年４月から、地域

啓発推進アドバイザーということで立教大学の教

授の萩原なつ子先生にアドバイザーに設置してい

ただいて、特に地域などを中心に研修会、ワークシ

ョップを今年度９回予定しておりまして、既に８回

まで実施が終わっております。 

 地域コミュニティ２９地域を対象にした５月の

リーダー研修会を皮切りに、その後、特別にリクエ

ストのあったコミュニティの城崎と竹野、それと女

性向けの交流会とか意見交換会とか、市職員、それ

と幼稚園教諭・保育士向けの研修会をずっと進めて

まいりました。一番下の１１月１５日、昨日なんで

すけど、これもバーが入ってますけど、２４名の参

加をいただいております。 

 ３番で、暮らしの中の性別役割分担の実態と意識

調査を市内の高校生以上の男女を対象に７月から

８月にかけて実施しまして、現在その集計分析を急

いでおるんですけど、ほぼ概要がまとまってきまし

たんで、議会に対しては１１月２２日にこれをお配

りして、その後、１１月２５日発行の市広報１２月

号で市民の皆さんにはお知らせ、あと、ホームペー

ジでも公表する予定にいたしております。 

 ４つ目のジェンダーギャップ解消の条例化と女

性会議の設置につきましては、まだまだ市民の理解

がまだ深まってないということもありますんで、さ

らにそちらの意識啓発を進めながら、その必要性に

ついても改めて検討したいというふうに思ってお

ります。 

 次に、１８ページをお開きください。ワークイノ

ベーションの推進でございます。 

 現況と課題の中では、市内での就労に関する大き

な課題として男女格差があって、なかなかちょっと

行政の対応も遅れぎみであるということがござい

ます。 

 そうした中で、男女格差で、年収ベースでも５０

代になると男女の格差というのは、女性は男性の半

分ぐらいという厳しい状況にございます。これは雇

用形態の差、特に女性の場合は非正規雇用の方が５

割を超えてます。男性の場合だったら非正規ってい

うのは２割弱なんですけど、こういうことにちょっ

と起因してるのかなというふうに考えてますので、

そちらの対策も市内事業所と一緒にやってるとい

うところでございます。 

 ３つ目に、共働き世帯が増えている中で、男性は

仕事中心で家事、育児の負担が女性に偏っていると

いうのは、ここは大きな課題でございます。これは、

意識調査の中でもこちらのほうは明らかに表れて

いるところでございます。 

 基本方針といたしましては、これ２０１９年１月

に策定しました豊岡市ワークイノベーション戦略

に沿って取組を進めております。こちらの戦略の目

指す将来像としては、ありたい姿に向かって生き生

きと働く女性が増えていると。手段は４つ、このよ

うに設定しております。 

 ＫＰＩとしましては、女性従業員の３分の２以上

が働きやすくて働きがいがあると評価している事

業所の数を２０２７年度に５０社と設定して取組

を進めております。 
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 次に、概要等は飛ばしまして、１９ページの進捗

状況をご覧いただきたいと思います。まず、経営者、

それと管理職などの意識改革等を中心にセミナー

を実施しております。今年度、経営者向けに２回、

それと管理職などのマネジメント層向けに２回と

いう階層別のセミナーを実施しまして、延べ５２事

業所、８７名の方にご参加いただいています。 

 ２番です。女性従業員のキャリア形成支援を各３

回という２つのコースで設定して進めておりまし

て、１つ、初めての受講者の方向けのセミナーにつ

いては延べ３３事業所、４６名の参加。それと、２

０１９年度からこれやっておりますんで、過去の受

講者の次のステップアップのセミナーということ

でやってるものについては、延べ４４事業所、５９

名にご参加いただいてます。 

 従業員意識調査につきましては、先ほどちょっと

ご説明しましたけど、この公表を１１月の下旬に予

定しており、この過程に対して集計結果、概要をフ

ィードバックして、その過程でいろんな役割とかを

またお考えいただくというきっかけにするという

ことと、市の取組の参考にこれはぜひしたいと思い

ます。 

 ３番の従業員意識調査につきましては、市民向け

ではなくて、これは市内の事業所向けに２０１９年

度から実施しておるもので、２０１９年度で５事業

所、２０２０年度で１１事業所に社員の方の意識調

査を実施していただいておりまして、各事業所の課

題感を浮き彫りにして、あと打ち手を考えるという、

そういう参考にしていただいております。 

 この結果も基にして、４番の表彰制度、あんしん

カンパニーという豊岡市独自の企業の表彰制度な

んですけど、そちらのほうに反映させて、昨年、２

０２０年度には１事業所をあんしんカンパニー２

０２１年の表彰事業者として決定して、あと事例報

告等を市内の企業でやっていただいているという、

そういう取組を進めております。 

 私のほうからは以上でございます。 

○委員長（村岡 峰男） 引き続いて、どうぞ。 

○ジェンダーギャップ対策室参事（岸本 京子） 私

からは、２０ページのキャリアデザインの推進につ

いて説明をさせていただきます。 

 現況と課題、基本方針についてですけれども、実

は２０１８年度にキャリアデザインアクションプ

ランを策定いたしまして、実質の事業展開は２０１

９年度からとなっております。 

 全ての職員が能力を発揮し、市民の暮らしを支え

るために必要と位置づけております、自律的なキャ

リア形成意識の醸成と定着、階層ごとに身につけて

おくべきスキル習得のための研修、男性の育児休業

取得など、職場におけるジェンダーギャップの解消

など長期的視点に立った人材育成の観点だけでは

なく、人材開発という視点にシフトしつつ、働きや

すい職場あるいは働きがいのある職場づくりを目

指しております。 

 次に、概要ですけれども、実施の主な内容は、１

番から５番に記載のとおりですけれども、７月から

５番の消防職場環境改善支援を追加し、取り組んで

おります。 

 次に、進捗状況ですけれども、キャリアデザイン

関連研修につきましては、２０２２年３月に予定を

しております２０２２年度採用内定者入庁前研修

を残しまして、研修は一通り終了しております。実

施しました研修は２１ページに記載のとおりです。 

 ２番目の男性の育児休業取得ですけれども、１０

月末現在で現在９人と、昨年と同ペースの取得状況

になっております。 

 ３番目の職員の意識調査ですけれども、１１月２

６日を回答期限としまして現在実施をしていると

ころです。最終的な集約、結果のまとめにつきまし

ては、２月末を予定しております。 

 ４番目のキャリアサポートシートの作成と年度

当初の面談は既に終えておりまして、年度末の１年

を振り返り、次年度へ向けた目標設定のための面談

を所属ごとに実施するなどとしております。 

 ５番目ですが、先ほど申し上げました２０２１年

度の消防職場におけるハラスメント事案を受けま

して、消防職場の環境の改善を図ることを目的に進

めております。 
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 本事業は、労務管理や人材育成の専門家の支援を

受けながら７月から実施をしておりますが、８月末

から９月初めに課題仮説を確認するための管理職

のワークショップを実施いたしました。その仮説を

基に１０月から中堅、若手の意識を確認するための

ワークショップを実施しておりまして、現在、３階

層全職員の意識や姿勢、考えなどを総合的に整理し

た上で、ハラスメントのない働きやすく働きがいの

ある職場づくりに向けまして、職員自らが関わりつ

くり上げていくというスタンスで１２月からのプ

ログラムを現在検討中です。 

 長年積み上げられた意識や行動変容を行うのは

なかなかのことではありませんので、そういったこ

とを促し体制整備を行うためには、恐らく複数年の

期間を要するのではないかと考えております。 

 私からは以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 人事課長。 

○人事課長（小川 琢郎） それでは、２２ページを

ご覧ください。人材育成の推進についてでございま

す。 

 まず、現況と課題です。本市の人材育成基本方針

については、今年の３月、昨年度末に改訂を行って

おります。２００７年５月に策定しました人材育成

基本方針につきましては、合併後の新しい豊岡市の

まちづくりに必要な人材育成の在り方、それと取組

の方針を総合的にまとめたものでございました。こ

の方針が策定から１３年が経過しましたので、それ

に伴って本市を取り巻く状況、これが大きく変化し

てきております。これらに対応するために、目指す

まちの将来像、小さな世界都市を実現するために職

員一人一人の能力向上がますます重要になってき

ているということで、改訂を行っております。 

 次に、基本方針です。人材育成基本方針、それか

ら職員研修基本方針、これは今年度の研修内容を具

体的にまとめたものでございますけども、これらに

基づきまして人事制度を活用して職員の成長を促

すということと、課題別研修、それから専門機関へ

の派遣研修、自主研修の支援、こういったものを通

じて職員の能力開発を図るということとしており

ます。 

 それから、働きやすく働きがいのある職場である

ために、昨年度末にハラスメントの防止及び対応指

針を策定しました。これに基づきまして、ハラスメ

ントのない風通しのよい職場づくりに向けて職員

の意識改革を図っているところでございます。 

 概要です。内部研修の中から主なものを上げてお

ります。まず、１番目の接遇力・クレーム対応力向

上研修です。住民サービスの向上のために接遇の基

礎の再確認と、それから苦情とかクレームの対応技

法、これを学ぶために会計年度任用職員も含めて実

施をしております。８月の１８日に実施をしまして、

合計４３名参加しております。 

 次に、コンプライアンス研修です。不適切な事務、

それから不正を発生させない予防対策のポイント、

不測事態発生時に職員としてどのような行動をす

べきか、こういったものを学ぶ研修を実施すること

としております。来年の１月２５日に予定をしてお

ります。 

 それから、ハラスメント防止研修です。ハラスメ

ントのない職場づくりのために職場環境を悪化さ

せない。それから、悪くなった場合には適切で速や

かな対応ができるよう、ハラスメントに関する正し

い知識、スキルを身につけて職場の環境整備につな

げるということで、今週の月曜日、１１月１５日に

実施をしております。３２名が参加しております。 

 それ以外にも、通信教育講座の拡充をやっており

ます。職員の自己研さんということで、希望者を募

って通信教育講座、これを受講していただいており

ます。今年度、３２名が受講をしております。 

 これ以外にも、引き続いて勤務評定の研修ですと

かメンタルヘルス、そのほかにも課題別研修の実施、

いろいろな研修所に派遣するとかいうことで、職員

の全体の能力向上を図っていきたいというふうに

考えております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） ２３ページをご覧く

ださい。ＩＣＴ利活用による業務効率化についてで

す。 
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 現況と課題と基本方針、併せてですけども、職員

の業務量の増加及び財政状況の悪化が見込まれる

中、専門的な技術と経験を有する外部有識者からア

ドバイスを受けることで、業務効率化による時間外

の削減等、あとシステム費用の負担軽減を行う必要

があるということで、業務プロセスの最適化を進め

て、ＩＣＴの活用・導入を契機とした効率的な行政

運営、働き方改革の推進を図るとしております。 

 概要につきましては、豊岡市情報戦略アドバイザ

リー業務ということで、単年度ですけど、２０２１

年度で事業費が６６０万円を予算化しております。 

 進捗状況につきましてです。まず、契約について

ですけども、お二人さんと契約しておりまして、お

一人さんが株式会社ノヴィータの小田垣栄司さん、

もうお一人の方がＯｆｆｉｃｅＹＡＭＡＳＨＩＴ

Ａの山下太一さんということで、契約を行っており

ます。 

 ２番目の開催状況です。１１月１日現在なんです

けども、定例、月１回行っておりますので、計６回

で、定例外の協議だとか研修については計４回行っ

ています。その他、メール等で随時相談のほうは行

っているという状況です。 

 ３番目の取組内容です。（１）の業務プロセス分

析、ＩＣＴの活用による業務改善の検討ということ

で、６月２５日にワクチンの集団接種のＢＰＲの打

合せ、このＢＰＲというのが業務改善に係る見直し

ということで行っております。 

 また、９月１日にも庁内のＢＰＲ研修を開催して

おります、こちらのほうの参加が３課の８名。１１

月、今度２４日なんですけども、また庁内のＢＰＲ

研修を予定しております。 

 （２）のセキュリティーポリシー、情報資産分類

の検討ということで、新しくセキュリティーポリシ

ーの案を作成しました。これについては今年度中に

庁内にありますセキュリティー会議において改定

予定としております。 

 （３）番のシステム更新に係る調達プロセス標準

化については、７月にシステム台帳の整理を行いま

して、同じく７月の１２日に情報システム担当者向

けの説明会を開催しております。参加者は３４名で

す。この会に参加されてない担当者については、動

画の視聴を依頼いたしております。 

 （４）のテレワークの運用等による働き方改革の

検討については、１０月１日にテレワーク実施マニ

ュアル、テレワークにおけるセキュリティーマニュ

アルの策定を行っております。 

 （５）です。業務効率化に向けたツールの検討と

いうことで、８月に業務改善ツールの整備、ローコ

ードツールの整備を行っております。 

 （６）の組織風土の改革の検討ということで、８

月にオープンデータのガイドラインの策定を行っ

ております。また、毎月、これ第２木曜日になるん

ですけども、ランチタイム勉強会（モグモグ会）の

開催等を行っているところです。 

 続きまして、４番のその他です。豊岡市の自治体

でＤＸの検討、推進を行うために、ＤＸ（デジタル

トランスフォーメーション）の推進戦略（骨子）を

策定いたしておるところです。 

 説明、以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、地域コミュニティ

振興部、どうぞ。 

○コミュニティ政策課長（若森和歌子） 資料は２５

ページになります。地域コミュニティの推進です。 

 現況と課題では、少子化や高齢化、人口減少によ

り、集落単位では地域の運営が困難になりつつある

状況にあり、各地域に暮らす住民が主体となって地

域の課題を解決するため、地域コミュニティ組織が

２０１７年の４月、全２９で立ち上がりました。 

 各地域コミュニティでは、地域の課題解決や魅力

の創出ということを行っていくのが重要な課題で

あると考えております。 

 基本方針です。基本方針としましては、市は中間

支援組織と協働して、地域コミュニティ組織を支援

し、地域コミュニティづくりを推進していくことを

基本としております。 

 概要及び進捗状況です。まず、１番目、地域コミ

ュニティ組織への財政支援としまして、（１）コミ

ュニティづくり交付金の交付、それから、（２）活
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動促進事業の交付金の交付を行っています。下に、

５０万円を２事業交付したと書いているんですけ

れども、申し訳ないです。誤っておりまして、５０

万円と１７万１，０００円が正しく、それから、計

画策定経費として４２万２，０００円の交付を行っ

ておりますので、正しくは３組織３事業、１０９万

３，０００円の交付決定を行っております。 

 続きまして、２です。コミュニティ組織の活動支

援です。これは、（１）としまして地域づくり計画

策定の支援、それから人材育成のための研修を行っ

ております。 

 それから、（２）です。地域における各種相談や

地域活動の広報としまして、地域の手による委託事

業で各種相談を行うとともに、市の広報による啓発

やホームページの更新を行っております。 

 それから、（３）です。地域マネジャー、アドバ

イザーの派遣としまして、各２９の組織に地域マネ

ジャーを配置し、それから県の地域再生アドバイザ

ーを２組織に派遣をしております。 

 それから、（４）です。指定管理者制度に係る地

域コミュニティの導入に関する研究としまして、地

域コミュニティへの意見聴取を行っております。 

 ３です。豊岡市地域コミュニティビジョンの実現

に向けまして、（１）地域づくり戦略会議の年３回

開催を予定しております。 

 それから、（２）です。地域づくり職員ネットワ

ークとしまして、職員の地域への関わり方、それか

ら向き合い方・関わり方の検討を行う会議になって

いますが、当初、庁内の検討委員会を３回計画させ

ていただいたんですが、ワクチン接種業務の優先や、

それから、次、（３）で説明させていただきます実

態調査のアンケート結果を踏まえた意見交換とい

うことも必要であることから、今後、年２回程度は

開催したいと思っております。 

 （３）です。住民自治運営に係る実態調査です。

この調査は６月補正の予算で対応しています。県下

一斉に行われる調査を市の実情を踏まえた内容に

改変して実施したものです。今後の予定としまして

は、２月に結果報告書が完成することとしておりま

して、現在集計と分析中です。議員の皆様には３月

ぐらいには出せるかなというふうに考えておりま

す。 

 ４番です。島根大学との共同研究事業で、これは

２０１７年度から継続的に実施をしております。 

 ５です。協働の推進です。協働の推進につながる

研修会の開催を行う予定としています。 

 ６番です。コミュニティセンターの維持管理とし

まして、豊岡市コミュニティセンター個別施設計画

に基づく長寿命化の推進として、今年度は新田地区

コミュニティセンターの長寿命化の改修工事を行

っております。工期は１２月１７日までを予定とし

ております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 当局の説明は以上ですね。

説明は終わりました。 

 ここで暫時休憩します。再開は１１時３０分。 

午前１１時２４分休憩 

──────────────────── 

午前１１時２７分再開 

○委員長（村岡 峰男） 時間前ですけども、おそろ

いですので、会議を再開します。 

 委員の皆さんから質疑等があればお願いします。 

 どうぞ、太田さん。 

○委員（太田 智博） 私から、人事課の関係、２２

ページについて１点だけちょっと、質問というか確

認なんですけど、接遇力・クレーム対応力向上研修

いうのは全職員さんを対象にということで概要部

分に記載されてるんですけど、先ほどの報告の中で

は、進捗状況としまして、８月の１８日に４３名の

実績というふうに多分報告を受けたかと思うんで

すが、全職員さんを対象としながら４３名というこ

とは、これから今年度まだ何回かに分けて全職員さ

んを対象にされていこうとされてるのか、ちょっと

そこら辺をお聞かせいただけたらと思うんですけ

ど。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） 合計４３人が受講してお

ります。対象は全職員なんですけども、実際参加さ

れるのはこの人数ということで、これ以上、今後実
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施するということは予定しておりません、今年度に

つきましては。 

○委員長（村岡 峰男） はい。 

○委員（太田 智博） でも、全職員が対象なんです

よね。 

○人事課長（小川 琢郎） はい、そうです。 

○委員（太田 智博） で、４３人受けて終わりと。 

○人事課長（小川 琢郎） はい、今年度については

この人数になっております。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（太田 智博） 終わります。よろしいです。 

○委員長（村岡 峰男） はい。 

○人事課長（小川 琢郎） これまでからこの研修実

施をしておりまして、既に同じような、同様な研修

を受けておられる方もございます。今年度はまだ受

けておられない方、そういう方が受けられるという

ことで、この人数になっております。 

○委員長（村岡 峰男） 名前を言ってから。 

 太田さん。 

○委員（太田 智博） そうすると、全職員を何年か

にわたってされていきながら、この２０２１年度は

４３人だったというふうな認識でよろしいですか。 

○委員長（村岡 峰男） はい。 

○人事課長（小川 琢郎） それで結構です。 

○委員（太田 智博） ありがとうございます。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ、前田さん。 

○委員（前田 敦司） 伺いたいのが、ジェンダーギ

ャップ対策に対してです。２１ページの資料の中で、

２番のところ、男性の育児休業については１０月末

現在で９名が取得ということなんですが、これ、す

みません、量が多いのか少ないのかちょっとよく分

かっていなくて、確認です。この２０２１年度で出

産件数というのが何人で、それに対しての９名なの

か、もし分かれば教えていただけたらと思います。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ジェンダーギャップ対策室参事（岸本 京子） ２

０２１年度については、まだ最終的に出産数が確定

をしておりませんのでご容赦いただきたいと思う

んですけれども、ちなみに２０２０年度と２０１９

年度の結果のご報告をしたいと思います。 

 まず、２０１９年度につきましては、お子さんを

持った職員が１３人に対して７名の職員が取得をし

ておりまして、５３．８％の取得率になっておりま

す。続きまして、２０２０年度なんですけれども、

２０２０年度については、対象者となります職員が

２６人、取得者が１４名でしたので、たまたまなん

ですが、取得率が前年度と同じ５３．８％という結

果になっております。今年度、最終的に何人生まれ

るかについてはまだ確定できませんので、年度途中

での取得率はお出しをしてないというような状況で

すので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（村岡 峰男） ありませんか。 

 それでは、ないようですので、これで後半の部を

終了します。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから何

かありましたらご発言願います。特にありませんか。 

 ないようですので、これで終わります。 

 当局の皆さんにつきましては、ここで退席してい

ただいて結構です。お疲れさまでした。 

 それでは、次に、（２）番の委員会の重点調査事

項についてを議題といたします。 

 ３ページに前期の重点調査事項を載せておりま

す。こちらをベースに本日の事務概要の説明を踏ま

えた上でご協議をいただきたいと思います。 

 この件について、何かご意見はありますか。 

 どうぞ。 

○委員（浅田  徹） このとおり引き継いで、さら

に進めていったらいいというふうに思います。 

○委員長（村岡 峰男） 今、浅田委員のほうから、

９項目ですね。それをそのまま引き継いでという意

見がありましたが、どうですか。いいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 それでは、こちらに今書いてます９項目を重点調

査事項としてご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議がないようですので、
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重点調査事項については以上のように決定いたし

ました。 

 次は、（３）の委員会の席次についてを議題とい

たします。 

 本日は、会派構成に配慮した形で着席していただ

いておりますが、ご意見等があればお願いします。

（「なし」「これでいいと思います」と呼ぶ者あり） 

 今のままでいいという意見がありますが、それで

は、ただいまお座りの席を、今期の席次としてご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議がないようですので、

委員会の席順については、そのように決定いたしま

す。 

 次に、（４）番の議会選出各種委員についてを議

題といたします。 

 当委員会の充て職の関係につきましては、委員長

が豊岡市災害対策本部出席者及び豊岡市功労者表

彰審査委員会委員となっておりますので、ご報告い

たします。 

 この件につきまして、何かご質問等があればお願

いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ないようですので、この件

はこの程度にとどめます。 

 続いて、６、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さんのほうから何かあればお願

いします。特にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） 特にないようですので、委

員会をこれにて終了いたします。 

 以上をもちまして、総務委員会協議会を閉会いた

します。お疲れさまでした。 

午前１１時３６分閉会 

──────────────────── 


